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標記法案の意見照会に当たり、下記のとおり意見を提出するので、適切に対

処されたい。 

 

記 

 

 

〇機構が運用する情報提供ネットワークシステム等（以下「機構のシステム」

という。）に関しては、特に市区町村の情報システムや業務運営と関連が深いこ

とから、法で規定する代表者会議のほかに、具体的な市区町村の状況の確認や

機構のシステムに関する意見等の交換を実務者レベルで有効的に行うことがで

きる組織を設置し、機構のシステムの運用に反映するなど、適切な措置を講じ

られたい。 


